
                                    令和 2 年 5 月 8日 
安松幼稚園 保護者殿                         安松幼稚園       

          5 月 11 日以降のお知らせ 

A．国・府の考えや方針 
 新型コロナウイルスに関する色々な報道がなされる中、5 月 6 日までの国発令の緊急事態宣言が、 

5 月 31 日まで延長されました。 

しかしながら、大阪府の一日当たりの感染者数は、5 月 3 日 10 人、4 日 13 人、5 日 7 人、6 日 12 人、 

7 日 8 人と、この 5 日ばかり 10 人前後となり、現段階で断定はできないものの、終息に向かっている

と予想されます。 

 

 

 

 

 

上記の提言から分かるように、政府も、学校を再開するにあたり、リスクゼロは困難であるが、そう

いう状況の中、色々と工夫しながらの学校再開を目指していく方向になっています。 

5 月 5 日から 7 日にかけ、大阪府教育庁・私学課は、5 月 31 日まで 幼稚園 小・中学校などを休園

休校にするようにとの指示を出し、併せて、府立学校・市町村立学校・私立学校に対して、数点を要

請しました。 

その概略を記しますが、府立学校と市町村立学校への指示のうち、幼稚園に関係すると思われる項

目を抜粋しました。 

●5 月 11 日（月）から 31 日（日）までの間を 臨時休業とする。 

  ただし臨時休業の期間や範囲等については、国の緊急事態宣言や、府域の感染状況により変更す

る場合があります。 

●休業中の対応として、次の指示がありました。 

 ・児童生徒等に対し、週に 1～2 回の登校日を設定し、児童生徒の状態を把握し、段階的に回数を 

増やしていく。 

 ・新入生については、学校生活に慣れるという観点で、内容などを工夫する。 

 ・軽い運動やリクリエーションなどを行う。 

 ・1 教室当たりの人数は、10～15 人程度とし、分散登校により行う。 

 ・滞在時間は、2 時間程度とする。 

 ・支援学校の通学バスは、運行する。  などなどです。 

 

〇現在のように、学校における感染リスクをゼロにするという前提に立つ限り、学校に子供が通うことは

困難であり、このような状態が長期間続けば、子供の学びの保障や心身の健康などに関して深刻な問題

が生じることとなる。 

〇地域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮した上で、段階的に学校教育活動を再開し、児童生徒

等が学ぶことが出来る環境を作っていく。 

 ◆ 政府の「学校における新型コロナウイルス感染症の対策に関する懇談会・専門会議の提言 
 



●幼稚園に対しては、小学校と同様のことまでは求めないとのことで、5 月 5 日午後 8 時に、次の 

メールが園に入りました。 

 「幼稚園については、登校日設定の方針の対象外です。幼稚園の臨時休業中の対応については、 

  正式な通知の際、改めてお知らせいたします。」 

  週に 1～2 回の登校日の設定に関し、幼稚園には求めないとの理由が不透明でしたので、7 日に

私学課に問い合わせたところ、「幼稚園は、小学校と同様の 週に 1～2回の登校（園）に 対応で

きない場合があると思われたので、【幼稚園については、登校日設定の方針の対象外】としました。

ただ幼稚園として対応できるのであれば、してはいけないという意味ではありません」との返事があ

りました。 

以上が、5 日から昨日 7 日までの流れです。 

 

 

B．安松幼稚園の今後の予定 

次に、安松幼稚園の案をお知らせします。（変更の可能性は残ります） 

●5 月 31 日までは、原則として休園です。 ← 決定です 

●11 日（月）～15 日（金）は、4 月と同じ形態での休園です。 ← 決定です 

●18 日（月）～22 日（金）は、親子での登園を考えています。 

 というのは、入園式・進級式もなかったので、現段階で担任の先生との出会いが まだなされてい 

ません。先生やお友達との顔合わせや、休園で変更された今後の行事予定などの連絡、休園による

経費の説明などを目的とし、最初の国の提言◆に沿う形で、下記のような集いを行います。 

☀年少はクラス別での、この集いをもって入園式とします。 

☀年中・年長は、学年での最初の集いとなります。 

  18 日（月）うさぎ組    19 日（火）りす組    20 日（水）きりん組 

    21 日（木）年中 3 クラス       22 日（金）年長 3 クラス   

  ☀室内での密集密接を緩和するために、 

・教室やホールでの付き添いは、園児一人につき保護者 1名とします。 

・また年中・年長は 3 クラスでの集いですが、ホール 並びに 2 部屋を つなげて そこに

1 クラスが入るようにします。    等の工夫をしますのでご安心ください。 

・年少において、家族で参加したいという場合は、運動場で記念撮影をされたり、 

運動場でお待ちいただくのは結構ですので、不自由な目をさせますがご参加下さい。 

☀集いは、9 時 30 分から約 1時間 程度を予定しています。特に年少は、それまでに学用品 

など一式を、先生の指示に従ってしかるべき場所に整理いただきます。多少の時間的余裕を 

もってお越し下さい。 

最後の★に記載の預かりは、
18 日～22 日も実施します 

 



☀登園時に、園児と付き添いの方の体温などの健康状態をお聞きしますので検温をお忘れなく。 

 また登園されたら うがい（口ゆすぎ）、手洗い・次亜塩素酸水による消毒をなさって下さい。 

☀注意事項 

  ・全学年とも、左胸に名札を付けて登園下さい。制かばんは必要ありません。 

  ・年少さんは、学用品一式と施設維持費（1万円）をお持ちください。 

   ただし昨年の満 3 歳児からの進級児は、既に納めていますので必要はありません。 

  ・年中さんは、おもいで ＆ 文字のワーク 年長さんは おもいでをお持ちください。 

☀兄弟姉妹の場合で 2 日間の付き添いの都合がつかない場合は、下のお子さんの日に出席下さい。 

そして集いの後、上のお子さんの学用品を提出し、配布物をお受け取り下さい。   

☀原則として休園下での集いですので、登園しない場合でも欠席扱いとはしません。 

何らかの事情で欠席の場合は、わかり次第連絡いただきますように。 

  ☀この集いで、たくさんの配布物をお渡ししますので、欠席の場合は、5 月 29 日（金）までに、 

受け取りにお越しください。 

  ※この集いで、4 月 1 日在籍の方に、2,000 円の図書カードのプレゼントがあります。(^O^)  

●25 日（月）～29 日（金） の期間については、原則として休園です。ただし状況の変化により、 

適宜対応しますので、メールや HP を定期的に ご覧ください。 

  

★5 月の預かりは 11日から 29日まで実施しますが、国・府の通知に基づき、つぎの場合に預かりの

対象となります。 

  ・ひとり親家庭で、仕事を休むことが困難な方 

  ・保護者全員が、医師や看護師などの医療関係、警察・消防・保健所・府や市などで今回の出来

事に対応されている方、公共交通機関、福祉関係、その他私たちの日常生活を支えるために勤

務されている方（緊急事態措置において、休業要請対象以外の仕事に就かれ仕事の継続が必要

な方） 

・個別の事情により、家庭での保育が著しく困難な方 

 

      以上 長くなりましたが、取り急ぎのお知らせです。 

夜明け前が一番暗い と言われています。 力を合わせて頑張りましょう。 

              理事長 安井俊明 

 

※ 状況の変化により、上記の予定が急に変更される場合もあります。その時点で HP に UP します

ので、適宜 HP を確認下さい。 

 


